
国と仙台市の主な支援策（4月27日現在）

新型コロナウイルスに関する支援情報

政 策 主な内容 相談窓口

1
収入が
減った

👉 特別定額給付金 全国民に所得制限なしで、ひ
とり一律10万円を給付。DVで
避難している方も避難先市町
村で申請可能

特別定額給付金コー
ルセンター
03-5638-5855

👉 生活福祉資金
貸付制度
（緊急小口資金）

最大20万円の生活資金を無利
子で貸し付け。保証人不要。据
え置き1年、償還2年以内。休業
でなくても対象に。申請は、郵
送でも可

社会福祉協議会
青葉区 080-9190-5476
宮城支部 090-6088-4507
宮城野区 080-9190-2546
若林区 080-7998-2206
太白区 080-4478-5025
泉区 090-6071-5795

👉 高等教育
修学支援制度

保護者の収入が減った学生に
授業料や入学金を減免、給付
型奨学金を支給。非課税世帯・
準する世帯の学生が対象

日本学生支援機構・
奨学金相談センター
0570-666-301

👉 市税の納税猶予 収入が2割以上（対前年同期
比）減少した方は、市県民税、
法人市民税、固定資産税など
を1年間猶予

青葉区北徴収課 214-8152
泉区北徴収課 214-5027
宮城野区、若林区
南徴収課 214-8153

太白区南徴収課 214-8154

👉 水道料金、ガス
料金の支払い猶
予

収入が減った方は、水道料金、
下水道使用料を支払い猶予。
ガス料金は、支払い期限を１
か月間延長

青葉区、泉区は371-
8830。宮城野区、若林
区 、 太 白 区 は 304-
0023。市ガスお客さま
サービスセンター
0800-800-8977

👉 商店街への助成
拡充

テイクアウトや宅配など商店
街の魅力を高める事業を行っ
た場合、助成対象経費の3分の
2以内で50万円まで支給

市地域産業支援課
214-1002

👉 持続化給付金 中小企業金融・給付金
相談窓口
0570-783183

👉 事業資金の融資 事業が悪化した個人事業主
（フリーランスを含む）に融
資。保証料を全額市負担など
も

日本政策金融公庫相
談ダイヤル
0120-154-505

仙台市地域産業支援課
214-1003

制度内容は、日々変わっており、随時お知らせします。

お気軽にお問合せください。日本共産党仙台市議団 ☎214-8786
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仙台市青葉区国分町 3-7-1(仙台市役所内) メール jcpsendai@nifty.com

2
仕事を
休まなけ
ればなら
なくなっ

👉 健康保険
などの
傷病手当

病気やけがで休んだ場合、月
給の日額の3分の2程度を支
給。国民健康保険は、事業主に
雇われている人へ国が支援

青葉区 225-7211（代）
宮城地区 392-2111（代）
宮城野区 291-2111（代）
若林区 282-1111（代）
太白区 247-1111（代）
秋保地区 399-2111（代）
泉区 372-3111（代）

👉 休業手当 会社の都合で仕事を休む場
合、会社は休業期間中、労働者
に平均賃金の6割以上を支払
う義務がある

宮城労働局職業安定部
299-8063

👉 雇用調整
助成金

国は事業主に、労働者への休
業手当に要した費用を助成。
県の休業・時短要請に協力し
た事業主へは10割支援

宮城労働局職業安定部
299-8063

👉 小学校休業等
対応助成金

学校等休業助成金・支
援金等相談コールセ
ンター
0120-60-3999

👉 小学校休業等
対応支援金

臨時休校で子どものために休
む個人事業主（フリーランス
含む）に1日4,100円を支給

学校等休業助成金・支
援金等相談コールセ
ンター
0120-60-3999

3
失業した

👉 未払賃金
立替払制度

倒産した勤め先から受け取っ
ていない賃金と退職金の8割
を給付

労働者健康安全機構
の未払い賃金立替払
相談コールセンター
044-431-8663

👉 生活福祉資金
貸付制度
（総合支援資金）

最大60万円まで無利子で貸し
付け。失業状態でなくても対
象。据え置き1年以内。返済免
除になる場合もある

青葉区 265-5260
宮城地区 392-7868
宮城野区 256-3650
若林区 282-7971
太白区 248-8188
泉区 372-1581

👉 住宅確保給付金 収入が減った場合に家賃を給
付。原則3か月以内、最長9か
月。休業状態で住居を失う恐
れのある方も対象

青葉区 225-7211（代）
宮城地区 392-2111（代）
宮城野区 291-2111（代）
若林区 282-1111（代）
太白区 247-1111（代）
泉区 372-3111（代）

4
お店を
休業した

👉 県の要請を受け
休業、時間短縮
した協力金

県の要請を受け休業、時間短
縮（4月25日～5月6日全期間、
全施設）を行った飲食店、遊興
店に給付。40万円（1施設）、
80万円（2施設以上）

仙台市経済局産業政
策部 214-1004

宮城県緊急事態宣言
相談ダイヤル

211-3332

発行　日本共産党仙台市議団

臨時休校で子どものため仕事
を休む保護者（労働者）に、有給
休暇（賃金全額支給）を取らせ
た事業主へ助成。8,330円上限

売上が半減した個人事業主に
固定費の一部を支援。100万円
以内（法人は200万円以内）、1
回のみ。市は事業主に20万円
支給（地域産業支援金）


